
日本放送協会健康保険組合



健康保険は、病気やけがをしたときに、各種の給付を通じて生活の安定と福祉の向上

を図るための大切な制度です。

私たちＮＨＫ健康保険組合にとって最も重要な使命は、この制度を正しく運営し、被

保険者のみなさん、そしてそのご家族を健康面からサポートすることです。

言うまでもなく、心身の健康は人間のあらゆる活動の基礎となるものであり、健康を

維持し、いきいきとした生活を送ることが、幸福な人生へとつながっていきます。

近年、健康保険組合を取り巻く環境はますます厳しさを増しておりますが、そのよう

な中にあっても、国の社会保障制度の一翼を担い、公共メディアＮＨＫの発展に寄与し

ていることに自負を持ちつつ、“被保険者およびその家族の心身の健康を支える”という

使命を果たすため、引き続き、健全かつ持続可能な保険者機能の維持・発展を図ってま

いります。

1

はじめに



わが国では、平成の30年あまりの間に高齢化率が12％から28％となり、急速に少子高齢化が進み

ました。この間、国は社会保障・税一体改革により、年金・医療・介護の給付と負担のバランスを図

ろうとしてきたものの、医療費は毎年大幅に増加し、高齢者医療を支えるための納付金・支援金の拠

出は健康保険組合の財政を圧迫し続けています。そして、団塊の世代が75歳に達することに伴う医療

費を含む社会保障費全体の急増（いわゆる“2025年問題”）が目前に迫ってきました。

このように財政の先行きに対する不安が払拭できない中ですが、私たちは、保険給付および保健事

業施策を通じて、“被保険者とその家族の健康を支える”という健康保険組合の役割を安定的に果たし

ていきます。さらには、“被保険者とその家族が将来にわたって健康でいきいきと過ごせることが何

よりも大切”という視点を持って、さまざまな施策・情報発信に取り組んでいきます。
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３か年における基本スタンス

① 超高齢社会に対応し、保険料率を柔軟に設定する新たなスキームを導入し、
安定的な事業運営を図ります。

② 事業主と手を携えて（コラボヘルス）、より効果的かつ効率的な施策の展開に
努め、被保険者とその家族の「健康づくり」のサポートに取り組みます。

③ 一層のガバナンス強化を図るとともに、広い視野と高度な専門性を有する人材を
確保・育成しつつ、時代のニーズに応じた最適な業務運営体制を整備します。

３か年の事業運営にあたって



◆財政への影響が大きい納付金（国に納める高齢者医療費に関する財政調整金）は、増加の一途を辿
ることが見込まれています。

◆このため、適切かつ柔軟に保険料率を設定できるスキームを導入し、安定的で持続的な事業運営を
実現します。
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超高齢社会に対応した事業運営

◼ 支出総額の４～5割を占める納付金は、保険料率の設定
に極めて大きな影響を及ぼします。
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納付金総額
前期高齢者納付金
後期高齢者支援金

納付金の推移（単位：億円）

実績値 ← → 推計値

10.2%

12.6%

36.0%

41.2%納付金

診療所費等

保健事業費

保険給付費

令和元年度
実 績

＜前期高齢者納付金＞
国民健康保険に偏在する65～74歳の前期高齢者の医療費を分かち合
うことを目的とする納付金。
各健保組合に加入する前期高齢者の給付実績を基に算出されます。

＜後期高齢者支援金＞
75歳以上の後期高齢者が加入する医療保険制度への支援金。
団塊の世代の75歳到達による大幅増が想定されています。

元年度給付実績により増加見込

健保連推計ツールで算出

4年度以降は過去5年間の平均値

団塊の世代が75歳に到達



データヘルス計画（第２期後期）
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保健事業施策の展開（その１）
◆データヘルス計画および特定健診・特定保健指導は、それぞれＰＤＣＡを踏まえた新しい段階に入
ります。

◆毎年、事業主あてに通知される「健康スコアリングレポート」を注視しながら、事業主と手を携え
て（コラボヘルス）、外部事業者を有効活用しつつ、受診率ならびに実施率の向上を目指します。

第2期データヘルス計画（前期）
平成30～令和2年度

令和3年度 令和4年度 令和5年度

第３期特定健康診査・特定保健指導

※第３期は平成30年度からの6年間

・生活習慣病罹患者への重症化予防施策を強化し、現行の高水準の受診率にさらに上積みを図る
・ジェネリック医薬品の使用促進施策を継続し、使用率において全国平均を上回ることを目指す
・各種検診（本人ドック、家族ドック等）の受診を強く推奨し、受診率上昇カーブを回復させる

・特定健康診査は家族への働きかけを強化し、健康の維持・増進に一層注力していく（KPIとし
て健康スコアリングレポートのランクを活用）

・特定保健指導は被保険者への勧奨方法の工夫等により、実績値の継続的な上昇を目指す
・特定保健指導対象者へのアプローチ強化により、自主的な受診行動の定着に取り組む

中間見直し

平成30～令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

健康スコアリングレポートのランク：
全健保組合の平均を100とした際の各健保組合の相対値を5等分

し、「良好」から「不良」の5段階で評価している。平成30年度の
当健保組合のランクは下位から2番目の「やや不良」
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保健事業施策の展開（その２）

診療所の運営

保養所の運営

◼ 安全かつ快適な宿泊環境を維持しつつ、運営コスト、業務委託先の状況、財政とのバランス
などを総合的に勘案し、適切な時節をとらえ、順次閉鎖することを前提に、具体的工程案を
作成し周知します。

◼ 各地域のニーズおよび費用対効果の観点から診療科・診療日数を必要に応じて見直していき
ます。特に支部診療所については、新たに多くの設備負担が発生するタイミングでその必要
性を検討のうえ、当該診療科廃止を判断します。

◼ システム（電子カルテ、レセコン）を活用し、受診者の利便性の向上と業務の効率化を推進
します。

◼ 新型コロナウイルスなど感染症の拡大、長期化に備えます。



◆上記のほか、健康保険組合を取り巻く社会状況とＮＨＫ健保の動きを随時、お知らせします。

◆従来からの施策で事業主との重複感がある施策については、必要性を再検討のうえ見直します。
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保健事業施策の展開（その３）
◆さまざまな手法や媒体を通して、引き続き情報発信を行い、被保険者そして家族一人ひとりの健康
づくりをサポートしていきます。

健康サポート情報の発信

◼ 令和３年度から開始されるＩＣＴを使った情報発信（ＰｅｐＵｐ）などにより、被保険者一
人ひとりの健康意識を向上させます。

＜ヘルスケアポイントを利用した積極的な活動の支援＞

◼ ＰｅｐＵｐのさまざまな機能（ヘルスケアポイント等）を利用し、被保険者自らの積極的な
健康活動を支援します。

＜家族へのアプローチ＞

◼ 家族のみなさんへのアプローチを強化し、家族ドックの受診率や特定保健指導の実施率向上
を目指します。

ＰｅｐＵｐ：令和3年度から導入されるWEBを使った健康ポー
タルサイト。
一人ひとりへの健康情報の提供や健保からのお知
らせ、ヘルスケアポイントにアクセスできます。

＜ＩＣＴを活用した新たな情報発信＞



業務運営体制・ガバナンス強化 等

業務運営体制

◼ 最適な要員・体制を検討し、スリムで効率的な組織づくりに努めます。

◼ 既存業務や施策について全般的な見直しを進め、最大限の支出抑制を図ります。

◼ さらなる効率的な業務運営を前提に、感染症拡大や大規模災害の発生など、万一の際も事業
継続ができる強靭な組織体制（ＢＣＰ）を構築します。（基幹業務システム確保の多重化、
在宅勤務制度の導入 等）

◼ 放送センター建替に伴う診療所等の移転については、効率的な移転計画を策定し、安定した
業務運営が行える環境の整備に努めます。

ガバナンス強化・人材育成

◼ 法定の監事監査、外部監査法人による経理業務点検、外部パワーを利用した内部監査、さら
には「自己点検シート」による点検など多層化した監査の実施により、業務運営状況を適正
かつ継続的にチェックします。

◼ マイナンバー制度による情報連携が進展する中、個人情報保護、情報セキュリティなどにつ
いてさらに職員教育等を徹底します。

◼ 健保連等の外部専門機関の研修を活用し、広い視野と専門知識を有する優れた人材の確保・
育成に努めます。
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